
　　凡例

NO

本
文
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

市       民       意       見

1 3.4
子どもたちにとっても、ふるさととなり、豊かな心を育める
環境をつくってほしい。

②方針に趣旨を反映します。

2 3.4
子どもたちが生き生きと遊べ、生活できる場所をつくって
ほしい。

②方針に趣旨を反映します。

3 4
北野の里（仮称）の検討範囲に、小学校も含まれている
ので、安心して子どもたちが通える環境としてほしい。
（安全な通学路）

②方針に趣旨を反映します。

4 4
農業体験や四季を感じることができるなど、小学校の学
習に活用できる公園・まちづくりとなってほしい。

②方針に趣旨を反映します。

5 4
外環整備に伴う生活道路の見直しについて検討してほ
しい。 ①方針に盛り込みます。

6 4 蓋かけ上部空間は、公園にしてほしい。 ①方針に盛り込みます。

　　　　①方針に盛り込みます。 ・・・・・・・・意見を概ね提案どおり方針に盛り込むもの。（既に盛り込まれているものを含む）
　　　　②方針に趣旨を反映します。・・・・・意見の趣旨を方針に反映するもの。（既に盛り込まれているものを含む）
　　　　③対応は困難です。・・・・・・・・・・・・趣旨の反映を含め方針に盛り込むことが困難なもの。
　　　　④事業実施の中で検討します。・・・事業実施段階で判断するもの。
　　　　⑤その他。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・既に対応済み。その他の意見など。

ご意見の種別

北野の里（仮称）の
整備について

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。

機能補償道路の整備を検討する中で、広くみなさまのご意見をいた
だき、事業者等と調整・検討していきます。

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。

市民意見（概要）と市の考え方

対　　　　　　　　　　　　　　　応

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。
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NO

本
文
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

市       民       意       見ご意見の種別 対　　　　　　　　　　　　　　　応

7 4・5
北野の里（仮称）に、北野地区のコミュニティの拠点をつ
くってほしい。

①方針に盛り込みます。

8 5
上部空間の利用等については、他の道路事業も参考に
し、検討してほしい。

⑤その他

9 4
新たに整備される道路については、街路樹を植えてほし
い。

②方針に趣旨を反映します。

10 4 通学路には、街路樹を植えてほしい。 ②方針に趣旨を反映します。

11 4
大規模災害時には、避難所・防災拠点として利用できる
機能を持たせてほしい。（外環は地下の道路なので、災
害時も物資の運搬等が可能である）

②方針に趣旨を反映します。

12 2
北野の里（仮称）の検討範囲は、北野四丁目全域まで含
めてほしい。

⑤その他

13 2
北野の里（仮称）の検討範囲に、北野公園を含めてほし
い。

⑤その他

14
・
15

北野の里（仮称）の名称は、「北野の杜」としてほしい。 ⑤その他

機能補償道路に係る検討や今後のまちづくりの整備計画を策定して
いく中で、事業者等と調整・検討していきます。

今後の話し合いやまちづくりの整備計画を策定していく中で、調整・
検討します。

北野の里（仮称）の検討範囲は、北野四丁目の一部を含んでいます
が、その周辺についても北野の里（仮称）と調和したまち並みとなる
よう、配慮します。

北野の里（仮称）の検討範囲は、ジャンクション整備と一体的なまち
づくり・みちづくりが行われる範囲としていますが、北野公園について
は、北野の里（仮称）周辺の地域資源として、まち並みとの調和等に
配慮します。

引き続き、みなさまのご意見をいただき、検討します。
北野の里（仮称）の

名称について

北野の里（仮称）の
整備について

北野の里（仮称）の
範囲について

ご指摘の趣旨は、方針の記述に含まれています。

今後の話し合いやまちづくりの整備計画を策定していく中で、他の事
例も含め、様々な検討を行います。

機能補償道路に係る検討や今後のまちづくりの整備計画を策定して
いく中で、事業者等と調整・検討していきます。
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市       民       意       見ご意見の種別 対　　　　　　　　　　　　　　　応

16 5 上部利用方法について公表してほしい。 ①方針に盛り込みます。

17
微小粒子状物質（ＰＭ2.5）について、モニタリングしてほ
しい。

⑤その他

18 3
北野の里（仮称）の将来像の中に、「持続可能な」という
ワードをいれてほしい。

①方針に盛り込みます。

19 外環事業そのものに反対です。 ⑤その他

外環道路は交通渋滞や大気汚染等の環境改善を図る広域的な交通
ネットワークに必要な環状道路として、既に事業化されている公共事
業です。引き続き、みなさまの意見を聴きながら、適切な環境整備や
環境対策が図られるよう、「対応の方針」の確実な履行を要請してい
きます。

その他のご意見

ワークショップでいただいたご意見などを公表していますが、引き続
き、まちづくりの検討を進める各段階で上部利用について公表してい
きたいと考えています。

事業者は、「対応の方針」にもとづき、大気質、騒音、振動、地下水な
ど環境影響評価の項目についてモニタリングを行うとしております
が、微小粒子状物質については、現状では発生源に自動車がどの
程度影響を与えているのか不明確であるため、微小粒子状物質の
自動車からの排出実態等の知見の蓄積に努めることが必要であると
しています。引き続き、環境への配慮項目として実施するよう、事業
者に要望します。

方針本文中に、記載します。
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